
個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①氏名 ⑪

②性別 ⑫

③生年月日 ⑬

④年齢 ⑭

⑤住所 ⑮

⑥電話番号 ⑯

⑦意見・相談 ⑰

⑧メールアドレス ⑱

⑨ ⑲

⑩ ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

市民相談に関する事務

江南市

企画部市民サービス課

相談利用者の統計を取るため。オンライン相談利用を受け付けるため

記録項目

相談者本人

本人からの電話または直接来庁時の聞き取り及びメール内容

含まない

―

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀99番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①氏名 ⑪

②性別 ⑫

③生年月日 ⑬

④年齢 ⑭

⑤住所 ⑮

⑥電話番号 ⑯

⑦職業 ⑰

⑧意見・相談 ⑱

⑨メールアドレス ⑲

⑩ ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

消費生活相談に関する事務

江南市

企画部市民サービス課

相談状況の統計を取るため。オンライン相談利用を受け付けるため

記録項目

相談者本人と商品購入時の契約者

本人からの電話または直接来庁時の相談票内容及びメール内容

含まない

国民生活センター、警察

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀99番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①識別番号 ⑪住定日

②氏名 ⑫届出日

③性別 ⑬

④生年月日 ⑭

⑤年齢 ⑮

⑥住所 ⑯

⑦電話番号 ⑰

⑧国籍・本籍 ⑱

⑨世帯主 ⑲

⑩続柄 ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

－

－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

―

個人情報ファイルの種別

非該当

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

本人及び届出人からの交付申請書、住民異動届、他市区町村からの通知

含まない

国、独立行政法人等及び他の地方公共団体

住民の居住関係を公に登録するとともに、これらの事項を公に証明す
る。

記録項目

当市に住所を有する者

住民基本台帳の事務及び証明事務

江南市

企画部市民サービス課



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①識別番号 ⑪

②氏名 ⑫

③性別 ⑬

④生年月日・年齢 ⑭

⑤住所 ⑮

⑥電話番号 ⑯

⑦国籍・本籍 ⑰

⑧届出人と申請者の関係 ⑱

⑨ ⑲

⑩ ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

個人番号カードおよび電子証明書に係る事務

江南市

企画部市民サービス課

個人番号カードの交付等や電子証明書の発行等を行う。

記録項目

当市に住民登録がある者

本人及び届出人からの申請書

含まない

―

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①識別番号 ⑪

②氏名 ⑫

③性別 ⑬

④生年月日 ⑭

⑤住所 ⑮

⑥国籍・本籍 ⑯

⑦電話番号 ⑰

⑧住定日 ⑱

⑨親族関係 ⑲

⑩ ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

在留関連事務

江南市

企画部市民サービス課

在留外国人の居住関係等を明確にし、公正な管理に資する。

記録項目

当市に在留している外国人

本人及び届出人からの申請書

含まない

―

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①登録番号 ⑪

②氏名 ⑫

③性別 ⑬

④生年月日・年齢 ⑭

⑤住所 ⑮

⑥印影 ⑯

⑦ ⑰

⑧ ⑱

⑨ ⑲

⑩ ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

印鑑登録及び証明事務

江南市

企画部市民サービス課

市長が印鑑と照合して印影の真正を証明する。

記録項目

15歳以上の江南市に住民登録のある者

本人及び届出人からの申請書

含まない

―

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①識別番号 ⑪死因

②氏名 ⑫埋火葬場所

③性別 ⑬妊娠週数

④生年月日・年齢 ⑭埋火葬日時

⑤住所 ⑮

⑥電話番号 ⑯

⑦国籍・本籍 ⑰

⑧続柄 ⑱

⑨死亡年月日 ⑲

⑩死亡場所 ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

埋火葬及び改葬の許可事務

江南市

企画部市民サービス課

墓地、埋火葬に関する法律に基づく許可を行うために利用する。

記録項目

死亡者

死亡届、届出人及び使者からの通知

含む

火葬場

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

☑法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル ☑有 □無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

－

－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

―

個人情報ファイルの種別

非該当

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

届出、報告、申請、請求若しくは嘱託、証書若しくは航海日誌の謄本又は裁判

含まない

法務省等及び他の地方公共団体

当市に本籍を有する者の身分関係を公に証明する。

記録項目

当市に本籍を有する者

①氏名

②出生の年月日

③戸籍に入った原因及び年月日

④実父母の氏名及び実父母との続柄

⑤養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄

⑥夫婦については、夫又は妻である旨

⑦他の戸籍から入った者については、その戸籍の表示

⑧本籍

⑨戸籍法施行規則第30条第1号から第6号に掲げる事項

⑩

戸籍簿、改製原戸籍簿、除籍簿

江南市

企画部市民サービス課



個人情報ファイル簿（単票）

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に
供される事務をつかさどる
組織の名称

個人情報ファイルの利用目
的

①戸籍の表示 ⑪

②氏名 ⑫

③住所 ⑬

④住所を定めた年月日 ⑭

⑤出生の年月日 ⑮

⑥男女の別 ⑯

⑦在外選挙登録地 ⑰

⑧ ⑱

⑨ ⑲

⑩ ⑳

記録範囲

記録情報の収集方法

要配慮個人情報

記録情報の経常的提供先

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

☑法第60条第２項第１号
（電算処理ファイル）

□法第60条第２項第２号
（マニュアル処理ファイル）

政令第21条第７項に該当するファ
イル □有 ☑無

行政機関等匿名加工情報の
提案の募集をする個人情報
ファイル

行政機関等匿名加工情報の
概要

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案をす
ることができる期間

備考

戸籍の附票

江南市

企画部市民サービス課

当市に本籍を有する者について、住所の変更記録を管理する。

記録項目

当市に本籍を有する者

住基システムとの連携、他の地方公共団体からの通知

含まない

他の地方公共団体

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

（名　称）江南市企画部市民サービス課

（所在地）江南市赤童子町大堀90番地

―

個人情報ファイルの種別

非該当

行政機関等匿名加工情報の
提案を受ける組織の名称及
び所在地

（名　称）－

（所在地）－

作成された行政機関等匿名
加工情報に関する提案を受
ける組織の名称及び所在地

（名　称）－

（所在地）－

－

－


